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平成22年上半期の出会い系サイトに関係した事件等の検挙状況について

１ 出会い系サイトに関係した事件の検挙状況等

○ 平成22年上半期の出会い系サイトに関係した事件の検挙件数は538件

(前年同期比-106件、-16.5%)。 [１頁]

※ 出会い系サイトとは、「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に

関する法律」に規定するインターネット異性紹介事業を行うサイト。

減少した主な罪種は、児童買春が140件(-78件、-35.8%)、青少年保護

育成条例違反が32件(-62件、-66.0%)。

○ 検挙件数538件のうち、出会い系サイト規制法違反が207件と最も多く、

検挙全体の38.5％(前年同期比+21件、+11.3%)。

207件のうち、禁止誘引行為は205件(+21件)、そのうち、児童による誘

引は148件(+29件）。 [２頁]

207件のうち、事業者による法令違反の検挙件数は２件(いずれも届出

義務違反)。

○ 事業者に対する指示処分は３件(児童でないことの確認義務違反２件、

変更届出義務違反１件)。

○ 出会い系サイトを利用して犯罪被害に遭った児童は141人(前年同期比

-124人、-46.8%)。被害の多い罪種は、児童買春が82人(-63人、-43.4%)、

青少年保護育成条例違反が25人(-52人、-67.5%)、児童福祉法違反が23

人(+6人、+35.3%)。 [３・４頁]

２ 出会い系サイト以外のサイトに関係した検挙状況等

○ 児童が出会い系サイト以外のサイトを利用して犯罪被害に遭った事件

の検挙件数は730件(前年同期比+99件、+15.7%)。 [５頁]

○ 犯罪被害に遭った児童は601人(前年同期比+56人、+10.3%)。被害の多

い罪種は、青少年保護育成条例違反が378人(+15人、+4.1%)、児童買春

が107人(+9人、+9.2%)、児童ポルノが83人(+42人、+102.4%)。

折れ線グラフは、検挙件数。
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棒グラフは、被害児童数。
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３ 今後の対策

○ 悪質な出会い系サイト事業者に対する行政処分及び取締り。

○ 児童の被害が多発している出会い系サイト以外のサイト事業者に対す

る監視体制の拡充等自主的な取組み強化の要請。

○ 関係省庁、携帯電話事業者、サイト管理者等の連携によるフィルタリ

ングの普及啓発及びゾーニングに基づく利用制限の実効性向上。

○ 教育関係者、保護者及び児童に対する出会い系サイト以外のサイト利

用に係る危険性の周知徹底。
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出会い系サイトに関係した事件の検挙状況等

１ 検挙件数の年別推移
（件）

※ 対象は、いわゆる出会い系サイトが関係した事件として警察が把握してい
るもの。
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２ 出会い系サイト規制法違反の状況
(1) 検挙状況

○ 禁止誘引（法第６条）
平成22年上半期の検挙件数は205件(前年同期比＋21件）、このうち児童

による誘引は148件(前年同期比＋29件）。
（件）

○ 届出義務（法第７条）違反
事業の開始を公安委員会に届け出ずに出会い系サイトを運営した届出

義務違反事件を２件検挙。

(2) 行政処分（法第13条）
出会い系サイトの運営において、児童でないことの確認を怠った２事業

者及び届出事項に変更があったにも関わらず公安委員会に届け出なかった
１事業者に対して、児童の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため
必要な指示を行った。
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３ 被害者の年齢・性別
（人）

※「児童」とは、18歳未満の者をいう。
※（ ）は、「被害者数」に対する割合。

４ 被害者（被害児童）の出会い系サイトへのアクセス手段
（人）

５ 被害者のうち小学生・中学生・高校生の数
（人）

※「高校生」には、児童ではない者（18歳）を含む。
※（ ）は、前年同期比。
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６ 罪種・年齢別被害者数
(人）

○ 総被害者数のうち、女性が72.2%（H21上半期～91.5%）を占める。
○ 女性被害者のうち、児童が87.0%（H21上半期～90.1%）を占める。
○ 女子児童被害者のうち、児童買春及び青少年保護育成条例違反の被害者

が、76.4%（H21上半期～83.7%）を占める。
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７ 出会い系サイト以外のサイトに関係した事件の検挙状況等

※ 被害者が児童であり、罪種が上記に該当するものに限り統計をとったも
ので、出会い系サイトに関係した事件の検挙状況の統計のとり方とは異な
る。
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８ 「出会い系サイト」と「出会い系サイト以外のサイト」との比較

(1) 罪種別の被害児童数
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(2) 年齢別の被害児童数
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９ 平成22年上半期の検挙事例

出会い系サイトに関係した事件の検挙事例

【児童買春・児童ポルノ法違反（児童買春）】
被疑者（無職・男・67歳）は、空き地に駐車中の車両内において、現金１万

円を渡す約束をして、出会い系サイトを通じて知り合った女子児童にわいせつ
な行為をした。 （２月・北海道）

【出会い系サイト規制法違反（禁止誘引行為）】
被疑少年（高校生・男・16歳）らは、出会い系サイトにおいてセフレほしい

等とそれぞれ書き込み、人を児童との性交等の相手方になるように誘引した。
（５月・沖縄県）

【詐欺】
被疑者（会社役員・男・36歳）らは、女性になりすまして、ゲームサイト及

びＳＮＳサイトの男性会員にメールを送信し、被疑者らが運営する出会い系サ
イトへ誘導して会員登録させた上、実際には会員同士のメール交換ができない
にもかかわらず、同サイト内において従業員による架空の女性会員とメール交
換を継続させることにより男性会員のポイントを消費させ、男性会員から出会
い系サイト利用料を騙し取った。 （１月・警視庁・宮城県）

出会い系サイト以外のサイトに関係した事件の検挙事例

【青少年健全育成条例違反】
被疑者（会社員・男・40歳）は、ＳＮＳサイトを通じて知り合った女子児童

に対し、ドライブに行こう等と甘言を用いて誘い出して、ホテルに連れ込んで
みだらな行為をした。 （２月・福島県）

【児童買春・児童ポルノ法違反（児童ポルノ）】
被疑者（無職・男・37歳）は、自己紹介サイトに登録している年齢が若い男

性の画像を入手して、他のゲームサイトに登録している女子児童あてに同画像
を送信するなどしてその男性になりすまし、同サイトを通じて知り合った女子
児童に、携帯電話機でわいせつな姿態を撮影してメール送信することを強要し、
携帯電話機付属のカメラにより児童の裸体等の静止画及び動画を撮影させた
上、同画像を児童の携帯電話機から添付ファイルとしてメール送信させて、こ
れを被疑者の携帯電話機に保存して児童ポルノを製造した。

（２月・神奈川県）

【強姦未遂、強盗】
被疑者（土木作業員・男・18歳）は、携帯電話機のゲームサイトを通じて知

り合った女子児童に対し、電子メールで誘い出した上、出会ってすぐに刃物を
突きつけて公共施設の女性用トイレ個室に連れ込み、身体を触るなどしたほか、
頭を殴る等の暴行を加え、女子児童の携帯電話機と財布を奪った。

（１月・鹿児島県）


